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時間　

お家、 どうしよう？

お悩みの方は、

まず、 ご相談ください。

中野市では、

空き家利活用の相談 を受け付けています。

相談は随時受け付けています

日程

月曜日から金曜日（祝日は除く）

8 ： 30 ～ 17 ： 00
※お越しの前に電話いただくと確実です

場所 ： 中野市役所３階　都市計画課相談方法

電話 ・ Zoom ・ 窓口で直接

　相談費用は、 かかりません。 市

内に空き家をお持ちの方、 または

その関係者が対象で

す。 お気軽にご相談

ください。
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市では、法律に基づいた
空き家の調査をしています

空き家を売りたいけど
どうすればいいの？

まずは、
ご相談を！

空き家を放置
すると……。

「空家等対策の推進に関する特別措

置法」 に基づいて、 空き家の所有者

調査を行い、 適正な管理を

呼び掛けています。

空き家を放置し、 状態が悪くな

った空き家の所有者 ・ 管理者に

は、 市から指導も行います。

市では、 空き家バンク事業を行ってい

ます。 売りたい ・ 貸したいなど、 中野

市が空き家所有者と購入希望者の間に

入って、 ご相談に乗ります。

家は人が住まなくなると、 あっ

という間に老朽化が進みます。

思い出のある家であっても、

ゆくゆくは何かしらの対応をし

なければなりません。

早めの対応を考えるきっかけと

して、 まずはご相談ください。

空き家は、 個人の資産です。

所有者に管理の「責務」 があり

ます。 ごみを不法投棄されたり、

庭の草木が近隣に迷惑をかけた

り、 壊れた窓ガラスが落ちて通行

人にケガさせたり、 放置すること

で生じる危険がたくさんあります。

都市計画課　建築住宅係
 ☎ 0269-22-2111（ 内線 358）
✉ kenchiku@city.nakano.nagano.jp

◀ 中野市空き家バ
ンク ( 中野市公式
ホームページ）

▲空家相談窓口
（市公式ホームページ）
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※空き家の登録は、 市と協定を結ぶ（ 公社） 長
野県宅地建物取引業協会長野支部が現地調
査し、 空き家物件として適正と認められた場
合、「中野市空き家バンク」 に登録します。

※成約となった場合は、 宅地建物取引業法に基
　　づく仲介手数料が発生します。

　制作活動のために戸建

て住宅を探していて、 空

き家バンクでちょうどいい

手ごろな物件と巡り合う

ことができました。

　トイレの水洗化工事に

補助金をもらえたので、

とても助かりました。
東京から移住された

相
あ い こ

子さんファミリー（岩井在住）

空き家バンクの紹介

制度利用者の声 登録空き家の所有者

購入または賃貸した方

この制度は、 市内の空き家を貸したい ・ 売りたいと考えている方と、 借りたい ・ 買いたい方とを
マッチングするものです。 市内に空き家をお持ちの方は、 ぜひご相談ください。

補助金補助金

補助金補助金

補助対象　　物件の売却または賃貸のために家財道具等の
　　　　　　　　　　  搬出や処分、 屋内や屋外の清掃等を行う際
　　　　　　　　　　  に要する経費

補  助  率　　対象経費の 2 分の１を補助（10 万円を限度）

補助対象　台所や浴室、 便所、 洗面所、 内装、 屋根、
　　　　　　　　　　　 外壁等の改修工事を行う際に要する経費

補  助  率　対象経費の2分の１を補助（ 40 万円を限度）

成約事例

賃貸成約！

売買成約 ！

空き家バンク窓口
中野市 経済部 営業推進課 ちょうどいい田舎暮らし推進係

✉eisui@city.nakano.nagano.jp☎ 0269-22-2111（内線 256）

登 録 募 集 中‼

空き家バンクの概要

空き家の所有者など

中野市空き家バンク

利用希望者※宅建協会
（ 貸主 ・ 売主） （ 借主 ・ 買主）
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※成約率

66.7％

※ 2014 年から2020 年８月14日
　までの成約率
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